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防府市地域防災計画（個別災害編）新旧対照表 
現 行 修 正 案 備 考 

 

震災対策編 

第２編 地震・津波災害予防対策 

第２章 地震・津波に強いまちづくり 

第 1 節 市街地防災対策の推進 

第 3項 公園の整備 

【達成目標】 

○防災機能公園の選定を進める。 

 

 

 

第 3 節 公共土木施設の整備 

第 6項 ため池 

農業用ため池のうち、老朽化の甚しいもの及び耐震構造に不安があるものについては、現地調査を実施するな

どして、施設の危険度を判定し、堤体の補強、漏水防止、余水吐及び取水施設等の改善を行うとともに、適切な維

持管理に努める。 

 

 

 

第 5 節 避難場所・避難路の整備 

第 1項 避難場所等の整備 

2 津波災害時の避難場所の指定及び確保 

津波から市民の安全を確保するため一刻を争う避難行動を迅速に行うには、避難場所の整備が必要不可欠であ

り、避難場所として、地域の実情により臨海部（住居）から直近の小高い場所、丘、民間施設等の津波避難ビルへ

の指定を検討する。 

 

 

 

第３章 揺れによる被害からの予防対策 
第1節 建築物の耐震化 

（現状と課題） 

市所有建築物にあっては、計画的な改修・補強工事等の実施が必要である。 

 

 

第 2項 市所有建築物等の耐震化  

2 市庁舎の耐震化 

耐震診断の結果、市庁舎については耐震性に問題があり改修が難しいため、建替えを検討する。 

 

 

 

 

震災対策編 

第２編 地震・津波災害予防対策 

第２章 地震・津波に強いまちづくり 

第 1 節 市街地防災対策の推進 

第 3項 公園の整備 

【達成目標】 

○防災機能公園を選定する。 

 

 

 

第 3 節 公共土木施設の整備 

第 6項 ため池 

農業用ため池のうち、老朽化の甚しいもの及び地震による破損等で決壊した場合、浸水区域内に家屋や公共施設

が存在し、人的被害を与えるおそれがあるものについては、現地調査を実施するなどして、施設の危険度を判定し、

堤体の補強、漏水防止、余水吐及び取水施設等の改善を行うとともに、適切な維持管理に努める。 

 

 

 

第 5 節 避難場所・避難路の整備 

第 1項 避難場所等の整備 

2 津波災害時の避難場所の指定及び確保 

津波から住民の安全を確保するため一刻を争う避難行動を迅速に行うには、避難場所の整備が必要不可欠であ

り、避難場所として、地域の実情により臨海部（住居）から直近の小高い場所、丘、民間施設等の津波避難ビルへ

の指定を検討する。 

 

 

 

第３章 揺れによる被害からの予防対策 
第1節 建築物の耐震化 

（現状と課題） 

市有建築物にあっては、計画的な改修・補強工事等の実施が必要である。 

 

 

第 2項 市有建築物等の耐震化 

2 市庁舎の耐震化 

耐震診断の結果、市庁舎については耐震性に問題があり改修が難しいため、建替えを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

防災基本計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

第４章 火災予防・軽減対策 
第1節 出火防止 

（現状と課題） 

大規模地震は、同時多発の火災が発生し、甚大な被害を及ぼすことから、平常時における出火防止を基本とした

予防対策を推進することが必要である。また、耐震機能付きの一般火気器具は普及しているが、電気復旧後の出

火が多発している。 

市では、地震発生時の出火防止対策等（住宅用火災警報器の設置促進）の取組を行っているところであるが、震

災時の同時多発火災の対応について、市を中心とする関係機関の連携による迅速な避難誘導、地域における初期

消火に対する意識の共有や消火活動のあり方等について検討すべきである。 

 

 

 

第５章 津波避難体制の整備 

第3節 津波に関する普及啓発 

主な担当関係機関：県漁業協同組合防府支店 

 

 

 

第３編 地震・津波災害応急対策 

第２章 地震・津波時の活動体制 

第1節 市活動体制の確保 

市域に地震・津波が発生した場合又は地震発生後に津波災害のおそれがある場合、防災関係機関及び市民は一

致協力して、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮しつつ、災害の拡大防止と被災者の救

援救護に努め、被害の発生を最小限に止める必要がある。このため、法令及び本計画の定めるところにより防災

関係機関の応援、協力を得て災害応急対策を実施するための活動体制を決定し、確保する。 

 

 

 

第 1項 配備体制の決定 

1 地震 

種 別 配 備 の 時 期 体 制 の 概 要 
災害対策本

部 

第 １ 警

戒体制 
（略） （略） 

未設置 
第 ２ 警

戒体制 
（略） （略） 

第 １ 非

常体制 

（略） （略） 

設置 

第 ２ 非

常体制 

 震度６弱の地震

が発生した場合 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める第２非

常体制の配備による体制 

 

第４章 火災予防・軽減対策 

第1節 出火防止 

（現状と課題） 

大規模地震発生時は、同時多発の火災が発生し、甚大な被害を及ぼすことから、平常時における出火防止を基本

とした予防対策を推進することが必要である。また、耐震機能付きの一般火気器具は普及しているが、電気復旧後

の出火が多発している。 

市では、地震発生時の出火防止対策等の取組を行っているところであるが、震災時の同時多発火災の対応につい

て、市を中心とする関係機関の連携による迅速な避難誘導、地域における初期消火に対する意識の共有や消火活動

のあり方等について検討すべきである。 

 

 

 

第５章 津波避難体制の整備 

第3節 津波に関する普及啓発 

主な担当関係機関：県漁業協同組合吉佐支店 

  

 

 

第３編 地震・津波災害応急対策 

第２章 地震・津波時の活動体制 

第1節 市活動体制の確保 

市域に地震・津波が発生した場合又は地震発生後に津波災害のおそれがある場合、市、県、防災関係機関及び市

民は一致協力して、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮しつつ、災害の拡大防止と被災者

の救援救護に努め、被害の発生を最小限に止める必要がある。このため、法令及び本計画の定めるところにより防

災関係機関の応援、協力を得て災害応急対策を実施するための活動体制を決定し、確保する。 

 

 

 

第 1項 配備体制の決定 

1 地震 

種 別 配 備 の 時 期 体 制 の 概 要 
災害対策本

部 

第 １ 警

戒体制 

（略） （略） 

未設置 
第 ２ 警

戒体制 

（略） （略） 

第 １ 非

常体制 

（略） （略） 

設置 

第 ２ 非

常体制 

 震度６弱以上の

地震が発生した

場合 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める第２非

常体制の配備による体制 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制の見直し 
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現 行 修 正 案 備 考 

緊 急 非

常体制 

 震度６強又は震

度７の地震が発

生した場合 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める緊急非

常体制の配備による体制 

 市の総力を挙げて災害対策に取り組む体制 

 全職員による体制 

 

2 津波 

種 別 配 備 の 時 期 体 制 の 概 要 
災害対策本

部 

第 １ 警

戒体制 
（略） （略） 未設置 

第 １ 非

常体制 
（略） （略） 

設置 

第 ２ 非

常体制 

 ｢山口県瀬戸内

海沿岸｣に津波

警報が発表され

たとき。 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める第２非

常体制の配備による体制 

緊 急 非

常体制 

 ｢山口県瀬戸内

海沿岸｣に大津

波警報が発表さ

れたとき。 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める緊急非

常体制の配備による体制 

 市の総力を挙げて災害対策に取り組む体制 

 全職員による体制 

 

第 2項 体制の確保 

1 動員要請 

(1) 配備体制の伝達による動員要請 

各体制の配備指令は、原則として市長の指示を受け、総務部長（総務部長に事故あるときは総務部次長）

が発する。伝達手段を以下に示す。 

 

 (2) 自主参集 

以下の場合、職員は、あらかじめ定められた伝達系等による動員の命令を待たず、自主的に参集する。 

震度６弱以上の地震発生の場合 勤務時間外において震度６弱以上の大規模地震が発生した場合 

震度５強以下の地震発生の場合 周囲の状況から被害の発生が認められる場合 

 

 

第３章 津波警報時の応急活動 

第1節 津波警報等の伝達 

主な担当関係部署：防災危機管理課、情報発信課（広報班）、消防本部 

 

 

（削除） （削除） （削除） 

 

2 津波 

種 別 配 備 の 時 期 体 制 の 概 要 
災害対策本

部 

第 １ 警

戒体制 

（略） （略） 
未設置 

第 １ 非

常体制 

（略） （略） 

設置 

第 ２ 非

常体制 

 ｢山口県瀬戸内

海沿岸｣に津波

警報又は大津波

警報が発表され

たとき。 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定める第２非

常体制の配備による体制 

（削除） （削除） （削除） 

 

第 2項 体制の確保 

1 動員要請 

(1) 配備体制の伝達による動員要請 

各体制の配備指令は、原則として市長の指示を受け、防災危機管理監（防災危機管理監に事故あるときは

総務部次長）が発する。伝達手段を以下に示す。 

 

(2) 自主参集 

以下の場合、職員は、あらかじめ定められた伝達系等による動員の命令を待たず、自主的に参集する。 

震度６弱以上の地震発生の場合 勤務時間外において震度６弱以上の大規模地震が発生した場合 

（削除） （削除） 

 

 

第３章 津波警報時の応急活動 

第1節 津波警報等の伝達 

主な担当関係部署：防災危機管理課、情報政策課（広報班）、消防本部 

 

 

 

 

配備体制の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

配備体制の見直し 

 

 

 

 

 

組織改編 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

風水害対策編 

第２編 風水害予防対策  

第２章 風水害に強いまちづくり 

第2節 治水対策の推進 

第 1項 河川 

1  大規模氾濫減災協議会 

（略） 

大規模氾濫減災対策協議会は、洪水氾濫による被害の軽減を図るため、ハード・ソフト一体となった対策

（多様な関係者が密接な連携体制を構築すべき事項）について関係者が協議し、取組方針として取りまとめ

る。 

国、県、市等は、水防法第１５条の９第３項及び同条の１０第３項の規定に基づき、大規模氾濫減災協議会

において取りまとめた取組方針を尊重し、その取組を推進する。 

 

(1) 国管理河川 

名称 （略） 

根拠法

令 

（略） 

構成員 山口市長、防府市長、山口県土木建築部長、山口県総務部危機管理監、下関

地方気象台長、中国地方整備局山口河川国道事務所長 

目標 （略） 

取組方

針 

（略） 

（略） 

 

（2）山口県管理河川 

名称 （略） 

根拠法

令 

（略） 

構成員 防府市長、下関地方気象台長、山口県総務部危機管理監、山口県土木建築

部防府土木建築事務所長 

目標 （略） 

取組方

針 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

風水害対策編 

第２編 風水害予防対策  

第２章 風水害に強いまちづくり 

第 2 節 治水対策の推進 

第 1項 河川 

1  大規模氾濫減災協議会 

（略） 

大規模氾濫減災対策協議会は、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させるため、

ハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的に、多様な関係者が密接な連携体制を構築すべ

き事項について関係者が協議し、取組方針として取りまとめる。 

国、県、市等は、水防法第１５条の９第３項及び同条の１０第３項の規定に基づき、大規模氾濫減災協議会

において取りまとめた取組方針を尊重し、その取組を推進する。 

 

(1) 国管理河川 

名称 （略） 

根拠法

令 

（略） 

構成員 山口市長、防府市長、山口県土木建築部長、山口県総務部理事（危機管理担

当）、下関地方気象台長、中国地方整備局山口河川国道事務所長 

目標 （略） 

取組方

針 

（略） 

（略） 

 

（2）山口県管理河川 

名称 （略） 

根拠法

令 

（略） 

構成員 防府市長、下関地方気象台長、山口県総務部理事（危機管理担当）、山口県

土木建築部防府土木建築事務所長 

目標 （略） 

取組方

針 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

第３章 土砂災害及び地盤災害予防対策 

第2節 地盤災害の予防 

造成地に発生する災害の防止については、宅地造成開発許可及び建築確認等の審査並びに当該工事の施工に対

する指導・監督を通じて行う。 

 

災害危険度の高い 

区域 

（略） 

人工崖面の安全措置 （略） 

軟弱地盤の改良 （略） 

宅地耐震化推進事業

の促進 

 大規模地震等が発生した場合に、大きな被害が生じるおそれのある大規

模盛土造成地マップを作成し、住民に対する情報提供を促進するととも

に、変動予測調査及び必要に応じて活動崩落防止工事の実施等を促進す

る。 

 

 

 

 

第４章 風水害からの予防・軽減対策 

第2節 水防用資機材の整備 

主な担当関係部署：河川港湾課 

 

 

第３編 風水害応急対策 

第２章 風水害時の活動体制 

第 1 節 活動体制の確保 

第 1項 配備体制の決定 

種別 体制の時期の基準 体制の内容 
本

部 

第 １

警 戒

体 制 

（略） 
（略） 

未

設

置 第２

警戒

体制 

（略） 
（略） 

水防

非常

体制 

 洪水予報河川（佐波川）及び水位周知河

川（柳川、馬刀川）の水位が、水防団待

機水位を越え、更に水位の上昇が認めら

れるとき。 

 土砂災害警戒情報（土砂災害降雨危険度

レベル２以上）が発表され、かつ今後も

大雨が続くと予想されるとき。 

 梅雨前線が停滞し、先行雨量その他の状

況から必要と認められるとき。 

 防府市水防計画による水防本部設置体

制 

 

 

第３章 土砂災害及び地盤災害予防対策 

第2節 地盤災害の予防 

造成地に発生する災害の防止については、開発許可及び建築確認等の審査並びに当該工事の施工に対する指導・

監督を通じて行う。 

 

災害危険度の高い 

区域 

（略） 

人工崖面の安全措置 （略） 

軟弱地盤の改良 （略） 

宅地耐震化推進事業

の促進 

 大規模地震等が発生した場合に、大きな被害が生じるおそれのある大規

模盛土造成地マップ及び液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマ

ップを作成・公表するよう努め、住民に対する情報提供を促進するとと

もに、変動予測調査及び必要に応じて活動崩落防止工事の実施等を促進

する。 

 

 

 

第４章 風水害からの予防・軽減対策 

第2節 水防用資機材の整備 

主な担当関係部署：河川港湾課、消防本部、消防団 

 

 

第３編 風水害応急対策 

第２章 風水害時の活動体制 

第 1 節 活動体制の確保 

第 1項 配備体制の決定 

種別 体制の時期の基準 体制の内容 
本

部 

第 １

警 戒

体 制 

（略） 
（略） 

未

設

置 第２

警戒

体制 

（略） 
（略） 

水防

非常

体制 

 洪水予報河川（佐波川）及び水位周知河

川（柳川、馬刀川）の水位が、水防団待

機水位を越え、更に水位の上昇が認めら

れるとき。 

 土砂災害警戒情報（土砂災害降雨危険度

レベル３相当以上）が発表され、かつ今

後も大雨が続くと予想されるとき。 

 梅雨前線が停滞し、先行雨量その他の状

況から必要と認められるとき。 

 防府市水防計画による水防本部設置体

制 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国のガイドライン見直

しによる 
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現 行 修 正 案 備 考 

 台風の暴風域が１２時間以内に防府市に

かかると予想されるとき。 

 高潮による被害が予想されるとき。 

第１

非常

体制 

（略） （略） 

設

置 

第２

非常

体制 

（略） （略） 

緊急

非常

体制 

 市内全域にわたる災害が発生したとき、

局地的災害であっても被害が特に甚大で

あるとき又は大規模の災害発生を免れな

いと予想されるとき。 

 防府市災害対策本部設置運営要綱に定

める緊急非常体制の配備による体制 

 市の総力を挙げて災害対策に取り組む

体制 

 全職員による体制 

 

 

第 2項 体制の確保 

1 動員要請 

各体制の配備指令は、原則として市長の指示を受け、総務部長（総務部長に事故あるときは総務部次長）

が発する。伝達手段を以下に示す。 

 

 

第３章 風水害時の応急活動 

第1節 警報等の伝達 

第 2項 気象の予報等の伝達 

土砂災害警戒

情報 
（略） 

記録的短時間

大雨情報 

 県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組

み合わせた分析）したときに、県気象情報の一種として発表される。 

竜巻注意情報 

 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において、竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時に、西部・北部

・中部・東部の地域名で発表する。この情報の有効期間は、発表から１時

間である。竜巻の目撃情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まった

と判断した場合にも発表される。 

火災警報 （略） 

 台風の暴風域が２４時間以内に防府市に

かかると予想されるとき。 

 高潮による被害が予想されるとき。 

第１

非常

体制 

（略） （略） 

設

置 

第２

非常

体制 

（略） （略） 

 （削除） （削除） 

 

第 2項 体制の確保 

1 動員要請 

各体制の配備指令は、原則として市長の指示を受け、防災危機管理監（防災危機管理監に事故あるときは総務部

次長）が発する。伝達手段を以下に示す。 

 

 

第３章 風水害時の応急活動 

第1節 警報等の伝達 

第 2項 気象の予報等の伝達 

土砂災害警戒

情報 
（略） 

記録的短時間

大雨情報 

 県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測

（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み

合わせた分析）したときに、県気象情報の一種として発表される。この情報

が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といっ

た災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害

発生の危険度が高まっている場所については、警報の「危険度分布」で確認

する必要がある。 

竜巻注意情報 

 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において、竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時に、西部・北部

・中部・東部の地域名で発表される。なお、実際に危険度が高まっている

場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また

、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、そ

の周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を付加した情報が発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね

１時間である。 

火災警報 （略） 

水防本部設置運営要綱

の見直しによる 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計画の見直

し 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

第2節 避難勧告等の発令 

主な担当関係部署：防災危機管理課、総務課、情報発信課（広報班）、市民活動推進課（出張所班） 

 

第 1項 避難勧告等の発令 

市は、国及び県が伝達する避難判断水位等の水位情報やダム放流量等の水防情報、下関地方気象台が発表す

る気象情報等、また危険度分布や流域雨量指数の予測値を活用し、市民に対する避難勧告等の発令の時機を判

断し、速やかに発令し伝達する。その際、避難行動要支援者等の要配慮者に特に留意し、避難勧告等を発令す

る。 

 

 

 

第3節 水防活動 

主な担当関係部署：河川港湾課、農林漁港整備課、消防本部 

 

 

第 1項 水防活動の実施 

市は、水防法に基づく水防管理団体として、市域の水防責任を果たすため、県、消防、警察署等関係機関と

緊密に連携し、情報を交換し、相互援助により、円滑な水防活動の実施に努める。水防本部又は災対本部が設

置された際は、土木調査班の配置等により被害情報のとりまとめや現地調査等を実施する。 

 

 

火災対策編  

第１編 火災予防対策 

第２章 一般火災予防対策の推進 

第1節 火災予防対策の推進 

第 4項 住宅防火対策の推進 

4 住宅用防災機器等の普及 

住宅用防災警報器、住宅用自動消火装置、防炎寝衣類等の性能、効果等の認識を深めるため、これらの住宅用防

災機器等展示コーナーの設置促進等を図る。 

住宅用防災警報器、住宅用自動消火装置等の設置を支援する住宅金融支援機構の割増し融資制度の周知を図る

などして、住宅用防災警報器等の設置を促進する。 

 
 

第2節 要配慮者の防火安全性の確保 

第 1項 住宅防火対策（高齢者等の防火安全対策）の推進 

 防火意識の高揚 

 住宅用防災警報器等の普及 

 住宅防火診断の実施 

 

第2節 避難勧告等の発令 

主な担当関係部署：防災危機管理課、総務課、情報政策課（広報班）、市民活動推進課（出張所班） 

 

第 1項 避難勧告等の発令 

市は、国及び県が伝達する避難判断水位等の実況値および水位予測値やダム放流量等の水防情報、土砂災害警

戒情報などの下関地方気象台が発表する気象情報等、また危険度分布や流域雨量指数の予測値を活用し、市民に

対する避難勧告等の発令の時機を判断し、速やかに発令し伝達する。その際、避難行動要支援者等の要配慮者に

特に留意し、避難勧告等を発令する。 

 

 

 

第3節 水防活動 

主な担当関係部署：河川港湾課、農林漁港整備課、消防本部、消防団 

 

 

第 1項 水防活動の実施 

市は、水防法に基づく水防管理団体として、市域の水防責任を果たすため、県、警察署等関係機関と緊密に連

携し、情報を交換し、相互援助により、円滑な水防活動の実施に努める。水防本部又は災対本部が設置された際

は、土木調査班の配置等により被害情報のとりまとめや現地調査等を実施する。 

 

 

 

火災対策編  

第１編 火災予防対策 

第２章 一般火災予防対策の推進 

第1節 火災予防対策の推進 

第 4項 住宅防火対策の推進 

4 住宅用防災機器等の設置及び維持管理 

住宅用防災警報器、住宅用自動消火装置、防炎寝衣類等の性能、効果等の認識を深めるため、これらの住宅用防

災機器等展示コーナーの設置促進等を図るとともに、設置した住宅用防災警報器の定期点検の実施及び設置から概

ね 10 年を目安として住宅用防災警報器の交換を行うよう啓発活動を実施する。 

 

 

第2節 要配慮者の防火安全性の確保 

第 1項 住宅防火対策（高齢者等の防火安全対策）の推進 

 防火意識の高揚 

 住宅用防災警報器等の設置及び維持管理 

 住宅防火診断の実施 

 

 

組織改編 

 

 

 

防災基本計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

第 3項 その他の安全確保対策の推進 

火災通報や救急通報等が迅速かつ効率的に行われるための自動通報（緊急通報システム）や緊急通報ｗｅｂ  

１１９の普及促進を図る。 

 

 

 

第3節 建築物防火対策の推進 

第 1項 関係者への指導の強化 

3 重点的・効率的な予防査察の実施 

消防本部は、消防法に定める予防査察の実施に当たっては、防火対象物点検結果報告、消防用設備等点検結果報

告等の防火対象物関係者からの報告、届出等の結果、又は過去の指導状況を踏まえ、法令遵守の状況が優良でな

い防火対象物及び火災予防上の必要性が高い防火対象物を重点的に行うとともに、立入検査の実施項目の選択に

よる効率的な予防査察を行い、火災の発生及び拡大の危険性の排除等火災予防上必要な措置について指導する。 

 

 

 

第4節 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

第 4項 特定違反対象物に対する是正措置の徹底 

消防機関は、消防法令の違反により火災が発生した場合、人命危険が大であると予測される特定違反対象物、特

に小規模雑居ビルについては、指示、警告、措置命令、告発・公表等の適切な違反処理により、法令違反の是正を

図る。 

 

 

 

第6節 消防力の充実・強化 

主な担当関係部署：消防本部 

（現状と課題） 

火災予防に向け、市ではこれまで、消防力の充実・強化を図り、消防車両等及び消防施設等の整備を計画的に行

っている。また、多種多様化する災害に対応するための資機材を整備し、迅速的確な警防活動を遂行するための

訓練を実施している。 

 

 

第 4項 消防施設等の充実・強化 

1 消防施設等の整備 

市は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう、消防機械器具、消防水利施設、消防通信

施設等の整備について、年次計画を立てるなどして、その充実強化を図る。 

消防水利については、火災の延焼拡大の危険が高い地域や、消防活動が困難な地域等を中心に防火水槽や耐震

性貯水槽の整備を促進するとともに、河川やプールの活用等により消防水利の確保を図る。消防水利の不足又は

道路事情により消防活動が困難な地域については、消防水利の増設及び可搬式動力ポンプ等の整備を推進する。 

また、自治会等自主防災組織による初期消火活動が円滑になされるよう、軽可搬ポンプ等の消火資機材の整備

充実を図る。 

 

第 3項 その他の安全確保対策の推進 

火災通報や救急通報等が迅速かつ効率的に行われるための自動通報（緊急通報システム）や Net１１９の普及促

進を図る。 

 

 

 

第3節 建築物防火対策の推進 

第 1項 関係者への指導の強化 

3 重点的・効率的な予防査察の実施 

消防本部は、消防法に定める予防査察を実施するに当たり、防火対象物点検結果報告、消防用設備等点検結果報

告等、防火対象物関係者からの報告、届出等の状況及び過去の指導状況を踏まえ、法令遵守の状況が優良でない防

火対象物を重点的に、立入検査の実施項目の選択による効率的な予防査察を行い、火災の発生及び拡大の危険性の

排除等火災予防上必要な措置について指導する。 

 

 

 

第4節 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

第 4項 特定違反対象物に対する是正措置の徹底 

消防本部は、火災が発生した場合に人命危険が大であると予測される重大違反対象物、特に小規模雑居ビルにつ

いては、指示、警告、命令、告発等の適切な違反処理により、法令違反の是正を図る。 

 

 

 

 

第6節 消防力の充実・強化 

主な担当関係部署：消防本部、防災危機管理課 

（現状と課題） 

市では、火災被害の軽減を図るため、消防力の充実・強化を図り、消防車両等及び消防施設等の整備を計画的に

行っている。また、多種多様化する災害に対応するための資機材を整備し、迅速的確な警防活動を遂行するための

訓練を実施している。 

 

 

第 4項 消防施設等の充実・強化  

1 消防施設等の整備 

市は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう、消防機械器具、消防水利施設、消防通信

施設等の整備について、年次計画を立てるなどして、その充実強化を図る。 

消防水利については、火災の延焼拡大の危険が高い地域や、消防活動が困難な地域等を中心に防火水槽や耐震性

貯水槽の整備を促進するとともに、河川やプールの活用等により消防水利の確保を図る。消防水利の不足又は道路

事情により消防活動が困難な地域については、消防水利の増設及び可搬式動力ポンプ等の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

第 7 節 文化財防火対策の推進 

第 3項 防火思想の普及啓発 

毎年１月 26 日を文化財防火デーとし、関係者の協力を得て防災思想の普及啓発、防火訓練を実施するなどし

て文化財建造物の防火について広く住民の意識の高揚を図る。 

 （略） 

 （略） 

また、消防実技講習会等を実施して消防技術の向上を図る。 

 

 

 

第 8 節 災害復旧への備え 

主な担当関係部署：消防本部、道路課、河川港湾課、都市計画課、上下水道局 

 

 

 

第３章 林野火災対策計画 

第1節 出火防止対策の推進 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、農林漁港整備課 

 

 

第 2項 発生原因別対策 

3 火入れ対策 

火入れに当たって、市及び消防本部は、防府市火入れに関する条例（昭和 60年条例第２号）及び防府市火災予

防条例に定める遵守事項の徹底を図り、火入れによる失火の防止に努める。 

林野火災発生多発期間における火入れは、極力避けるようにし、出来る限り 11月から２月までの冬期に行うよ

うに指導するとともに、火入れ対策として次の事項の徹底を図る。 

 

 

第2節 林野消防対策の推進 

第 2項 活動体制の整備 

3 総合的消防体制 

国、県及び市は、林野及び消防の行政窓口を中核として、自衛隊、警察、その他の関係機関の密接な協力を得

て、総合的な消防体制の確立を図る。 

県は、地理的、地形的条件等から消防活動に大きな制約を受ける林野火災への対応として、従来から航空機によ

る消火活動体制の整備に努めているが、今後とも体制の充実に努める。 

 

 

 

第 7 節 文化財防火対策の推進 

第 3項 防火思想の普及啓発 

毎年１月 26 日の文化財防火デーを中心に、文化財関係者の協力を得て防火訓練を実施し、文化財の保護及び

防火防災思想の普及啓発を図る。 

 （略） 

 （略） 

（削除） 

 

 

 

第 8 節 災害復旧への備え 

主な担当関係部署：道路課、河川港湾課、農林漁港整備課、都市計画課、消防本部、上下水道局 

 

 

第３章 林野火災対策計画 

第1節 出火防止対策の推進 

主な担当関係部署：消防本部、農林漁港整備課 

 

 

 

第 2項 発生原因別対策 

3 火入れ対策 

火入れに当たって、市及び消防本部は、防府市火入れに関する条例（昭和 60 年条例第２号）及び防府市火災予

防条例に定める遵守事項の徹底を図り、火入れによる失火の防止に努める。 

林野火災発生多発期間における火入れは、極力避けるようにし、火入れ対策として次の事項の徹底を図る。 

 

 

 

第2節 林野消防対策の推進 

第 2項 活動体制の整備 

3 総合的消防体制 

市は、林野及び消防の行政窓口を中核として、自衛隊、警察、その他の関係機関の密接な協力を得て、総合的な

消防体制の確立を図る。 

地理的、地形的条件等から消防活動に大きな制約を受ける林野火災への対応として、県が行う航空機による消火

活動を有効活用し、総合的な消防体制の充実に努める。 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

第 3 節 林野火災に強い地域づくり 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、農林漁港整備課 

 

 

第 4 節 林野火災消防施設・資機材の整備 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、農林漁港整備課 

 

 

第 5 節 林野火災特別地域対策事業の推進 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、農林漁港整備課 

市及び消防本部は、林野火災特別地域対策事業を推進し、火災防止の実効性を高めていく。 

 

市域の約５割を林野が占める本市では林野火災の発生又は拡大の危険度が高く、市及び消防本部は、林野火災

の防止及び被害の軽減を図るため、地域の実態に即応した林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施すること

を目的とした林野火災特別地域対策事業計画を策定するとともに、この事業計画に定める各種予防対策を積極的

に推進する。 

 

 

第 6 節 二次災害の防止活動 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、農林漁港整備課 

市及び消防本部は、林野火災に即応する体制とともに、火災後の二次災害防止活動等の強化を図る。 

 

 

 

第２編 火災応急対策 

第２章 火災防御計画 

第1節 実施機関及び組織の確立 

第 1項 実施機関 

1 市 

現行の消防組織は市消防が原則であり、従って区域内における建物、山林、船きょ又は埠頭にけい留された船舶

その他の工作物等の火災にかかる防御活動は、市消防が実施する。 

 

 

 

 

 

第 3 節 林野火災に強い地域づくり 

主な担当関係部署：農林漁港整備課 

 

 

第 4 節 林野火災消防施設・資機材の整備 

主な担当関係部署：消防本部、農林漁港整備課 

 

 

 

第 5 節 林野火災特別地域対策事業の推進 

主な担当関係部署：農林漁港整備課 

市は、林野火災特別地域対策事業を推進し、火災防止の実効性を高めていく。 

 

市域の約５割を林野が占める本市では林野火災の発生又は拡大の危険度が高く、市は、林野火災の防止及び被害

の軽減を図るため、地域の実態に即応した林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施することを目的とした林野

火災特別地域対策事業計画を策定するとともに、この事業計画に定める各種予防対策を積極的に推進する。 

 

 

 

 

第 6 節 二次災害の防止活動 

主な担当関係部署：農林漁港整備課 

市は、火災後の二次災害防止活動等の強化を図る。 

 

 

 

第２編 火災応急対策 

第２章 火災防御計画 

第1節 実施機関及び組織の確立 

第 1項 実施機関 

1 市 

現行の消防組織は自治体消防が原則であり、消防責任は市町にあることから、本市区域内における建物、山林、

船きょ又は埠頭に係留された船舶その他の工作物等の火災にかかる防御活動は、市消防が実施する。 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

第 2 節 火災気象通報及び火災警報の伝達（消防法第 22 条） 

主な担当関係部署：消防本部、消防団 

 

第 3項 火災気象通報・火災警報の周知 

1 火災発生防止のための市民への呼び掛け 

県（防災危機管理課）は、下関地方気象台から火災気象通報を受けた場合、森林整備課に連絡するとともに市町

及び消防本部に防災行政無線（一斉ＦＡＸ）により伝達し注意を促す。 

県から通報を受けた市長（消防長）は、同報系防災行政無線、広報車等を活用して市民に対して火の元の確認、

たき火の中止等について呼び掛け、火災発生の未然防止を図る。 

 

 

 

第3節 消防活動 

第 1項 情報収集活動 

初 期 情 報 中 期 情 報 

 火災の発生場所、程度及び延焼方向 

 大規模救急・救助事象の発生場所及び程
度 

 付近の消防水利の状況 

 進入路確保の有無 

 その他必要事項 

 危険物、高圧ガス等の漏えい・流出及び火
災危険の状況 

 その他必要事項 

 延焼拡大発生場所、程度、現場活動着手の
有無及び延焼危険とその方向 

 消火活動の見通し 

 交通混雑による通行不能箇所及び状況 

 市民の避難状況及び避難者の動向 

 （新規） 

 その他必要事項 

 

第 3項 情報伝達 

5 災害広報 

市民広報 （略） 

報道広報 
防府警察署、市消防本部及び市と調整の上、発表する。 

なお、市本部が設置された場合は、消防単独の発表は行わない。 

 

 

6 離島消防対策 

野島の消防活動は、本土からの応援が困難であるから、野島分団が主力となり消防体制の確立を図っている。 

分団の機能は本土と同様であり、人員は 20人、可搬式小型動力ポンプ２台を設置している。 

 

 

 

 

第 2 節 火災気象通報及び火災警報の伝達（消防法第 22 条） 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、防災危機管理課 

 

第 3項 火災気象通報・火災警報の周知 

1 火災発生防止のための市民への呼び掛け 

県（防災危機管理課）は、下関地方気象台から火災気象通報を受けた場合、森林整備課に連絡するとともに市町

及び消防本部に防災行政無線（一斉ＦＡＸ）により伝達し注意を促す。 

県から通報を受けた市長（消防長）は、同報系防災行政無線、広報車、市メールサービス等を活用して市民に対

して火の元の確認、たき火の中止等について呼び掛け、火災発生の未然防止を図る。 

 

 

 

3節 消防活動 

第 1項 情報収集活動 

初 期 情 報 中 期 情 報 

 火災の発生場所、程度及び延焼方向 

 要救助者及び負傷者の状況付近の消防水
利の状況 

 進入路確保の有無 

 危険物、高圧ガス等の貯蔵状況 

 その他必要事項 

 延焼拡大範囲、現場活動着手の有無及び延
焼危険とその方向 

 消火活動の見通し 

 交通混雑による通行不能箇所及び状況 

 市民の避難状況及び避難者の動向 

 行方不明者等の状況 

 その他必要事項 

 

 

第 3項 情報伝達 

5 災害広報 

市民広報 （略） 

報道広報 
消防本部は、防府警察署と調整の上、発表する。 

なお、市本部が設置された場合は、消防本部からの発表は行わない。 

 

 

6 離島消防対策 

野島の消防活動は、本土からの応援が困難であるから、野島分団が主力となり消防体制の確立を図っている。 

分団の機能は本土と同様であり、可搬式小型動力ポンプ２台を配備している。 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

第３章 林野火災対策計画 

第1節 林野火災に係る消防活動 

（活動方針） 

○迅速な初期消火及び延焼火災防止に努める。 

 

第 1項 消防活動の実施機関 

1 市 

市長は、当該区域における消防責任を有していることから、林野火災の予防対策及び消火活動について全力

を傾注して実施する。 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

消防機関は、林野火災防御図の活用を図りつつ、効果的な消火活動を実施するとともに、時機を失すること

なく、消防防災ヘリコプターの出動要請や近隣市町に応援要請を行うなど早期消火に努める。 

 

 

第 3項 林野火災対応 

林野火災の消防活動については、地理的・地形的・気象的要因等により多くの困難を伴い、また、活動そのもの

も特殊な対応を求められる。市・消防機関及び関係機関は連携し、以下の流れで迅速かつ的確な消火活動を実施

する。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 

① 異常気象の把握（火災警報発令及びパトロールの強化） 

② 出火（覚知情報伝達及び出動） 

③ 火災拡大（広域応援要請、自衛隊派遣要請及び空中消火準備） 

④ 鎮圧（残火処理） 

⑤ 鎮火（撤収及び火災調査） 

 

 

 

第 2 節 広域消防応援要請 

市の消防力の全力を挙げても林野火災への対応が困難なときには、県消防防災航空隊、近隣市及び他県の消防

隊の応援（航空消防応援）を得て対応する。 

 

火災の規模が市の対応力を超えるほど大きな場合、速やかに広域消防応援を要請し、できるだけ早く確保する。 

なお、広域消防応援要請に必要な手続き等については、共通編第３編第４章第３節「広域消防応援・受援」を参

照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 林野火災対策計画 

第1節 林野火災に係る消防活動 

（活動方針） 

○迅速な消火及び延焼火災防止に努める。 

 

 

第 1項 消防活動の実施機関 

1 市 

市長は、当該区域における消防責任を有していることから、林野火災の予防対策及び消火活動について全力を

傾注して実施する。 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握し、効果的な消火活動を実施するとともに、時機を失することな

く、消防防災ヘリコプターの出動要請や近隣市町に応援要請を行うなど早期消火に努める。 

 

 

 

第 3項 林野火災対応 

林野火災の消防活動については、地理的・地形的・気象的要因等により多くの困難を伴い、また、活動そのもの

も特殊な対応を求められる。市・消防機関及び関係機関は連携し、迅速かつ的確な消火活動を実施する。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 節 広域消防応援要請 

市の消防力の全力を挙げても林野火災への対応が困難なときには、県消防防災航空隊、近隣市及び県内の消防隊

の応援を得て対応する。 

 

火災の規模が市の対応力を超えるほど大きな場合、速やかに広域消防応援を要請し、できるだけ早い時点で火災

に対応できる消防力を確保し、火災の早期鎮圧を図る。 

なお、広域消防応援要請に必要な手続き等については、共通編第３編第４章第３節「広域消防応援・受援」を参照

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

第 3 節 自衛隊の支援活動 

第 1項 自衛隊の災害派遣要請 

大規模な林野火災になると広域消防応援に加え自衛隊の消防活動が必要になる。特にヘリコプターによる空中

からの消火活動支援は、火災の早期鎮圧を図る上で必要であることから、派遣要請等に係る事項にて定める。 

災害応急対策活動に係る自衛隊の災害派遣要請に係る一般的事項については、共通編第３編第４章第２節「自

衛隊の災害派遣要請・受入」を参照のこと。 

 

 

第 5 節 災害広報 

主な担当関係部署：消防本部、農林漁港整備課、消防団、防災危機管理課、総務課、 

情報発信課（広報班） 

 

第6節 残火処理等 

第 2項 事後措置 

1 確認事項 

残火処理が終了し、部隊の撤収に際して現地本部責任者（指揮者）は、次の項目について確認する。 

 

第7節 二次災害の防止活動 

主な担当関係部署：消防本部、農林漁港整備課、河川港湾課 

 

 

 

雪害対策編 

第１編 雪害応急対策 

第２章 除雪・雪崩対策等 

第6節 孤立対策計画 

第 2項 保健衛生 

救急患者の緊急輸送 

 そり及びスノーボードによる輸送対策及び要員の確保 

 ヘリコプターによる空中輸送対策 

 ヘリポートの設定及び標識 

環 境 

衛 生 

対 策 

水道施設の

保全等飲料

水 の 確 保 

（略） 

し尿、 

ごみの

処 理 

し 尿 の 

汲 取 処 分 

（略） 

ご み の 

収 集 処 分 

（略） 

遺 体 埋 火 葬 （略） 

家 畜 の 死 体 処 理 （略） 

 

 

第 3 節 自衛隊の支援活動 

第 1項 自衛隊の災害派遣要請 

（削除） 

災害応急対策活動に係る自衛隊の災害派遣要請に係る一般的事項については、共通編第３編第４章第２節「自衛

隊の災害派遣要請・受入」を参照のこと。 

 

 

 

第 5 節 災害広報 

主な担当関係部署：消防本部、農林漁港整備課、消防団、防災危機管理課、総務課、 

情報政策課（広報班） 

 

第6節 残火処理等 

第 2項 事後措置 

1 確認事項 

残火処理が終了し、部隊の撤収に際して現場本部責任者（指揮者）は、次の項目について確認する。 

 

 

第7節 二次災害の防止活動 

主な担当関係部署：農林漁港整備課、河川港湾課 

 

 

 

雪害対策編 

第１編 雪害応急対策 

第２章 除雪・雪崩対策等 

第6節 孤立対策計画 

第 2項 保健衛生 

救急患者の緊急輸送 

 陸上における輸送対策及び要員の確保 

 ヘリコプターによる空中輸送対策 

 ヘリポートの設定及び標識 

環 境 

衛 生 

対 策 

水道施設の

保全等飲料

水 の 確 保 

（略） 

し尿、 

ごみの

処 理 

し 尿 の 

汲 取 処 分 

（略） 

ご み の 

収 集 処 分 

（略） 

遺 体 埋 火 葬 （略） 

家 畜 の 死 体 処 理 （略） 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

交通災害対策編 

第２編 交通災害応急対策 

第２章 交通災害応急対策計画 

 

第1節 海上災害対策計画 

第 2項 海上火災、危険物大量流出等に対する応急対策 

2 応援協力関係 

（4）化学消火剤共同備蓄に関する協定 

 危険物火災、その他の特殊火災発生時に消火活動が有効適切に行なえるよう周南地区の消防機

関、関係企業からなる協議会を設置し会則を設け、消火剤の共同購入、備蓄等を行なっている。 

 

 

 

第2節 航空災害対策計画 

第 1項 民間航空機災害応急対策活動 

航
空
運
送
事

業
者 

（略） 

県 

（略） 

市
（
消
防
機
関
） 

 （略） 

 空港事務所と協力して危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区

域を設定し、一般住民等の立入り制限・退去等を命じる。 

 空港事務所並びに地元関係機関の協力を得て被災者の救助及び消防活動を実施する。 

 この場合、市消防機関の消防力では対応が困難な場合は、近隣市消防機関及び他県の消防

機関に対して応援を要請するなどして被害の軽減に努める（近隣市・消防本部等への応援

要請については、火災対策編を参照のこと。）。 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

防
府
警
察
署 

（略） 

徳
山
海
上
保

安
部 

（略） 

 

 

交通災害対策編 

第２編 交通災害応急対策 

第２章 交通災害応急対策計画 

 

第1節 海上災害対策計画 

第 2項 海上火災、危険物大量流出等に対する応急対策 

2 応援協力関係 

（4）化学消火剤共同備蓄に関する協定 

 危険物火災、その他の特殊火災発生時に消火活動が有効適切に行なえるよう本市及び周南地区の

消防本部、関係企業からなる協議会を設置し会則を設け、消火剤の共同購入、備蓄等を行なって

いる。 

 

  

第2節 航空災害対策計画 

第 1項 民間航空機災害応急対策活動 

航
空
運
送
事

業
者 

（略） 

県 

（略） 

市 

 （略） 

 危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民

等の立入り制限・退去等を命じる。 

 被災者の救助及び消防活動を実施する。 

この場合、市消防機関の消防力では対応が困難な場合は、近隣市消防機関及び県内の消防

機関に対して応援を要請するなどして被害の軽減に努める（応援要請については、火災対

策編を参照のこと。）。 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

防
府
警
察
署 

（略） 

徳
山
海
上
保

安
部 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

市
内
医
療
機
関 

日
本
赤
十
字
社
山
口
県
支
部 

県
医
師
会
・
防
府
医
師
会
等 

（略） 

自
衛隊 （略） 

 

 

 発見者、関係機関等から通報を受けた場合は、直ちに資料編に定める通報連絡系統により県（防災危

機管理課）、近隣市（近隣消防本部）、地元医療機関等の防災関係機関に通報する。 

 （略） 

 （略） 

① （略） 

② （略） 

③ （略） 

 

 

第 2項 自衛隊基地航空災害対策 

自衛隊が使用する飛行場の周辺において、航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合、飛行場管理者（自

衛隊）、市、県及び防災関係機関は、協力して市民の生命と財産の保護を図るため応急対策活動を実施する。 

航空自衛隊防府北基地においては、自衛隊、防府市、山口市、県、防府警察署、防府市消防本部、徳山海上保安

部等関係機関により「防府飛行場周辺航空事故連絡協議会」が設置されており、事故発生時においては、この協議

会を中心に各種の応急対策を実施する。 

 

 

 

 

産業災害対策編 

第１編 産業災害予防対策 

第２章 化学工場等災害予防計画 

第1節 化学工場等保安対策の基本 

第 3項 運転管理体制の強化 

 現場責任者の資質の充実を図る。 

 各直の責任者を決定し、定常作業時や、緊急作業時に適切な措置がとれるようにする。 

 シャットダウン時やスタートアップ時には、管理職が現場において指揮を行う。 

 新技術による新規設備については、通常運転が定着するまでの間は技術開発部門からの応援を行
う。 

 誤操作や必要作業の懈怠防止等のため、ダブルチェック、指差呼称、報告確認等を励行する。 

 

市
内
医
療
機
関 

日
本
赤
十
字
社
山
口
県
支
部 

県
医
師
会
・
防
府
医
師
会
等 

（略） 

自
衛隊 

（略） 

 

 

 発見者、関係機関等から通報を受けた場合は、直ちに資料編に定める通報連絡系統により県（防災危

機管理課）、近隣市（消防本部）、地元医療機関等の防災関係機関に通報する。 

 （略） 

 （略） 

① （略） 

② （略） 

③ （略） 

 

 

第 2項 自衛隊基地航空災害対策 

自衛隊が使用する飛行場の周辺において、航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合、飛行場管理者（自

衛隊）、市、県及び防災関係機関は、協力して市民の生命と財産の保護を図るため応急対策活動を実施する。 

航空自衛隊防府北基地においては、自衛隊、防府市、山口市、県、防府警察署、徳山海上保安部等関係機関によ

り「防府飛行場周辺航空事故連絡協議会」が設置されており、事故発生時においては、この協議会を中心に各種の

応急対策を実施する。 

 

 

 

 

産業災害対策編 

第１編 産業災害予防対策 

第２章 化学工場等災害予防計画 

第1節 化学工場等保安対策の基本 

第 3項 運転管理体制の強化 

 現場責任者の資質の充実を図る。 

 各直の責任者を決定し、定常作業時や、緊急作業時に適切な措置がとれるようにする。 

 シャットダウン時やスタートアップ時には、責任者が現場において指揮を行う。 

 新技術による新規設備については、通常運転が定着するまでの間は技術開発部門からの応援を行

う。 

 誤操作や必要作業の懈怠防止等のため、ダブルチェック、指差呼称、報告確認等を励行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

 
第3節 施設・設備の保全及び安全対策 

関係企業は、化学工場地域における危険物施設等の安全性を確保するため、関係法令に定めるもののほか次の

事項に留意して、それぞれ必要な保安措置を講じる。 

 

 

（基本方針） 

○関係企業は、化学工場地域における危険物施設等の安全性を確保するための必要な保安措置を講じる。 

○市内の関係企業に対し化学工場地域における危険物施設等の安全性を確保するよう指導する。 

 

 

第 1項 運転管理及び設備管理 

 日常点検、パトロールの充実及び異常の早期発見 

 修理・清掃等の作業時における保安確保 

 各設備やその使用部品ごとに正確な記録（設置、点検、修理、取替え等）の整備及び資材の購入

と保管の方法を規定により明確化 

 誤操作防止措置 

 緊急遮断弁等の設置 

 ガス漏れ検知警報器の設置 

 散水装置、放水銃等消火設備設置 

 ユーティリティー（有益な）設備の整備 

 毒性ガス除害設備の充実 

 工場内及び外部との連絡設備の充実 

 

 

 

第３章 危険物等災害予防計画 

第1節 危険物等関係施設の安全性の確保 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署 

 

 

第 2 節 石油類等の災害予防対策 

主な担当関係機関：県（防災危機管理課）、山口労働基準局 

 

 

第 2項 危険物の取扱いに関する災害予防対策 

実施責任者 （略） 

指導対策 

＜立入検査＞ 

 （略） 

＜自主査察＞ 

 危険物施設の所有者、管理者等は、（一社）山口県危険物安全協会連合会と協

調して危険物取扱者に対して、危険物の貯蔵、取扱い等について講習会等を

実施し、安全管理の徹底を図る。 

 

第3節 施設・設備の保全及び安全対策 

関係企業は、化学工場等における危険物施設等の安全性を確保するため、関係法令に定めるもののほか次の事項

に留意して、それぞれ必要な保安措置を講じる。 

 

 

（基本方針） 

○関係企業は、化学工場等における危険物施設等の安全性を確保するための必要な保安措置を講じる。 

○市内の関係企業に対し化学工場等における危険物施設等の安全性を確保するよう指導する。 

 

第 1項 運転管理及び設備管理 

 日常点検、パトロールの充実及び異常の早期発見 

 修理・清掃等の作業時における保安確保 

 各設備やその使用部品ごとに正確な記録（設置、点検、修理、取替え等）の整備及び資材の購入

と保管の方法を規定により明確化 

 誤操作防止措置 

 緊急遮断弁等の設置 

 ガス漏れ検知警報器の設置 

 散水装置、消火設備等の設置 

 ユーティリティー（有益な）設備の整備 

 毒性ガス除害設備の充実 

 工場内及び外部との連絡設備の充実 

 

 

 

第３章 危険物等災害予防計画 

第1節 危険物等関係施設の安全性の確保 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署、県（消防保安課） 

 

 

第 2 節 石油類等の災害予防対策 

主な担当関係機関：県（消防保安課）、山口労働基準局 

 

 

第 2項 危険物の取扱いに関する災害予防対策 

実施責任者 （略） 

指導対策 

＜立入検査＞ 

 （略） 

＜安全教育＞ 

 危険物施設の所有者、管理者等は、（一社）山口県危険物安全協会連合会と協

調して危険物取扱者に対して、危険物の貯蔵、取扱い等について講習会等を

実施し、安全管理の徹底を図る。 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

＜運搬対策＞ 

 （略） 

 

 

 

 

第 3 節 火薬類の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：（新規） 

 

石油類を取り扱う施設の安全確保に向けた取組を進める。 

 

 

第 4 節 高圧ガス等の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：（新規） 

 

 

第 5 節 放射性物質の災害予防対策 

（現状と課題） 

危険物施設等の安全確保に向けては、市は、危険物に関する知識の啓発普及等安全第一主義を徹底させる予防

対策等の取組を実施してきているところである。 

放射性物質の所在状況の詳細は、資料編のとおりとする。 

 

 

 

第 1項 放射性同位元素の届出 

放射線障害予防

規程の設定 

(同法第 21条) 

 届け出-販売業者等は､予防規定を作成し､文部科学大臣に届出を要する｡ 

（略） 

 規定の変更-文部科学大臣は､放射線障害の発生を防止するために､必要があ

ると認めるときは､使用者等に規定の変更を命ずることができる｡ 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

＜運搬対策＞ 

 （略） 

 

 

 

 

第 3 節 火薬類の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：県（商政課） 

 

火薬類を取り扱う施設の安全確保に向けた取組を進める。 

 

 

第 4 節 高圧ガス等の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：県（消防保安課） 

 

 

 

第 5 節 放射性物質の災害予防対策 

（現状と課題） 

危険物施設等の安全確保に向けて、市は、放射性物質に関する知識の啓発普及等安全第一主義を徹底させる予防

対策等の取組を実施してきているところである。 

放射性物質の所在状況の詳細は、資料編のとおりとする。 

 

 

 

第 1項 放射性同位元素の届出 

放射線障害予防

規程の設定 

(同法第 21条) 

 届け出-販売業者等は､予防規定を作成し､原子力規制委員会に届出を要す

る｡ 

（略） 

 規定の変更-原子力規制委員会は､放射線障害の発生を防止するために､必要

があると認めるときは､使用者等に規定の変更を命ずることができる｡ 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

語句の修正 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

所要の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

第 6 節 大気汚染物質による災害予防対策 

主な担当関係部署：消防本部 

 

 

第 7 節 毒物劇物の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：（新規） 

 

 

 

第 8 節 労働災害防止対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：（新規） 

 

 

 

 

第４章 公共的施設災害予防計画 

第1節 ガス工作物・ガス用品の災害予防対策 

第 2項 ガス用品の災害予防対策 

（ガス事業法） 

経済産業大臣 

（又は経済産業局長） 

（法第１４０条、１４８条、１５７条、１７１条、１７１条、１７２条、

１７３条 液化石油ガス法 65 条） 

 粗悪なガス用品による危険及び障害の発生を防止するため、ガス用

品製造事業者及びガス用品輸入事業者に対する立入検査、改善命令

及び災害防止命令を行うことにより、ガス用品の安全性を確保す

る。 

ガス用品製造事業者及び 

ガス用品輪入事業者 
（略） 

 

 

 

 

第２編 産業災害応急対策 

第２章 化学工場等災害対策計画 

第1節 石油類等の保安対策 

実施機関 応 急 措 置 の 内 容 

施 設 の 所

有 者 及 び

管 理 者 又

は 占 有 者

( 指 導 方

針) 

（略） 

 

第 6 節 大気汚染物質による災害予防対策 

主な担当関係部署：生活安全課、消防本部 

 

 

第 7 節 毒物劇物の災害予防対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：県（薬務課） 

 

 

 

第 8 節 労働災害防止対策 

 

主な担当関係部署：消防本部 

主な担当関係機関：労働基準局 

 

 

 

 

第４章 公共的施設災害予防計画 

第1節 ガス工作物・ガス用品の災害予防対策 

第 2項 ガス用品の災害予防対策 

（ガス事業法） 

経済産業大臣 

（又は経済産業局長） 

（法第１４０条、１４８条、１５７条、１７１条、１７２条、１７３条 

液化石油ガス法 65 条） 

 粗悪なガス用品による危険及び障害の発生を防止するため、ガス用

品製造事業者及びガス用品輸入事業者に対する立入検査、改善命令

及び災害防止命令を行うことにより、ガス用品の安全性を確保す

る。 

ガス用品製造事業者及び 

ガス用品輪入事業者 
（略） 

 

 

 

 

第２編 産業災害応急対策 

第２章 化学工場等災害対策計画 

第1節 石油類等の保安対策 

実施機関 応 急 措 置 の 内 容 

施 設 の 所

有 者 及 び

管 理 者 又

は占有者 

( 指 導 方

針) 

（略） 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

市 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 被害の状況により引火、爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設関係

者及び対策関係機関と連絡をとり、立入禁止区域の設定及び区域内住民に対する

避難勧告等を行う。 

 火災の防御は、市の消防機関が実施するが、火災の状況、規模及び危険物の種類

により、化学消火剤の収集、化学消防車の派遣要請等の措置をとる。 

 （略） 

 さらに消防力を必要とする場合には、県に対して自衛隊の派遣要請の要求を行う

とともに、必用資機材の確保等について応援を要請する。また必要があると認め

るときは、指定地方行政機関に対して当該職員の派遣の要請をするとともに、県

に対して指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求める。 

 （略） 

県 （略） 

防府警察

署 
（略） 

徳山海上 

保安部 
（略） 

 

 

 

第2節 火薬類の保安対策 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署 

 

 

 

第3節 高圧ガスの保安対策 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 被害の状況により引火、爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設関係

者及び対策関係機関と連絡をとり、火災警戒区域の設定及び区域内住民に対する

避難勧告等を行う。（消防法第 23条の２) 

 火災の防御は、市の消防機関が実施するが、火災の状況、規模及び危険物の種類

により、近隣市又は県内の消防本部から化学消火剤の収集、化学消防車の派遣要

請等の措置をとる。 

 （略） 

 さらに消防力を必要とする場合には、県に対して緊急消防援助隊の派遣要請の要

求を行うとともに、必用資機材の確保等について応援を要請する。また必要があ

ると認めるときは、指定地方行政機関に対して当該職員の派遣の要請をするとと

もに、県に対して指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求める。 

 （略） 

県 （略） 

防府警察

署 
（略） 

徳山海上 

保安部 
（略） 

 

 

 

第2節 火薬類の保安対策 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署、県（商政課） 

 

 

 

第3節 高圧ガスの保安対策 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署、県（消防保安課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

所要の修正 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 


